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条 例
奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例及び奈良市特定個人情報保護
条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成29年６月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第24号

奈良市行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
用及び特定個人情報の提供に関する条例及び奈良市
特定個人情報保護条例の一部を改正する条例

（奈良市行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部改正）
第１条 奈良市行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用
及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年奈良市
条例第42号）の一部を次のように改正する。
第１条及び第５条第１項中「第19条第９号」を「第19
条第10号」に改める。
別表第２に次のように加える。
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13 市長 地方税法その他の地方税に関する法律及
びこれらの法律に基づく条例による地方
税の賦課徴収又は地方税に関する調査（
犯則事件の調査を含む。）に関する事務
であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

介護保険法（平成９年法律第123号）による保険給付の
支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情
報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

（奈良市特定個人情報保護条例の一部改正）
第２条 奈良市特定個人情報保護条例（平成27年奈良市条
例第30号）の一部を次のように改正する。
第２条第６号中「第２項」の次に「（これらの規定を
番号利用法第26条において準用する場合を含む。）」を加

える。
第８条中「いう。」の次に「第１５条第１項第４号及
び」を加える。
第15条第１項第４号中「記述等」の次に「（文書、図

画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、



又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事
項をいう。第18条第３号及び第19条第２項において同
じ。）」を加える。
第34条中「又は」を「若しくは」に改め、「情報提供
者」の次に「又は同条第８号に規定する条例事務関係情
報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」を加え、
「係る情報提供等記録」を「係る番号利用法第23条第１
項及び第２項（これらの規定を番号利用法第26条におい
て準用する場合を含む。）に規定する記録」に改める。
第35条第１項第１号オ中「第28条」を「第29条」に改

める。
附 則

この条例は、公布の日から施行する。
（平成29年６月28日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市個人情報保護条例及び奈良市情報公開条例の一部
を改正する条例をここに公布する。
平成29年６月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第25号

奈良市個人情報保護条例及び奈良市情報公開条例の
一部を改正する条例

（奈良市個人情報保護条例の一部改正）
第１条 奈良市個人情報保護条例（平成21年奈良市条例第
51号）の一部を次のように改正する。
第２条第２号中「当該情報に含まれる氏名、生年月日

その他の記述等により特定の個人を識別することができ
るもの（他の情報と照合することができ、それにより特
定の個人を識別することができることとなるものを含
む。）」を「次の各号のいずれかに該当するもの」に改め、
同号に次のように加える。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記
述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電子的方
式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す
ることができない方式で作られる記録をいう。第
24条第１項、第47条第１項及び第60条において同
じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、
動作その他の方法を用いて表された一切の事項
（個人識別符号（行政機関の保有する個人情報の
保護に関する法律（平成15年法律第58号。以下
「行政機関個人情報保護法」という。）第２条第
３項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。）
を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人
を識別することができるもの（他の情報と照合す
ることができ、それにより特定の個人を識別する
ことができることとなるものを含む。）

イ 個人識別符号が含まれるもの
第２条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、

第５号を第６号とし、同条第４号イ中「記述等」の次に
「又は個人識別符号」を加え、同号を同条第５号とし、
同条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加

える。
⑶ 要配慮個人情報 行政機関個人情報保護法第２条
第４項に規定する要配慮個人情報をいう。
第13条第１項第４号中「記述等」の次に「又は個人識
別符号」を加え、同項中第７号を第８号とし、第６号を
第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。
⑹ 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨
第16条第３号中「含む。）」の次に「若しくは個人識別
符号が含まれるもの」を加える。
第17条第２項中「記述等」の次に「及び個人識別符
号」を加える。
第52条第２項から第４項までを削る。
（奈良市情報公開条例の一部改正）
第２条 奈良市情報公開条例（平成19年奈良市条例第45号
）の一部を次のように改正する。
目次中「第35条」を「第36条」に、「第36条」を「第
37条」に改める。
第７条第２号中「記述等」の次に「（文書、図画若し
くは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音
声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をい
う。次条第２項において同じ。）」を加える。
第７章中第36条を第37条とする。
第６章中第35条を第36条とし、第34条の次に次の１条
を加える。
（適用除外）
第35条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の
公開に関する法律（平成11年法律第42号）の規定を適
用しないこととされている書類等については、この条
例の規定は、適用しない。
附 則

この条例は、公布の日から施行する。
（平成29年６月28日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一
部を改正する条例をここに公布する。
平成29年６月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第26号

奈良市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
の一部を改正する条例

奈良市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平
成17年奈良市条例第70号）の一部を次のように改正する。
第３条中第10号を第11号とし、第９号を第10号とし、同
条第８号中「及び勤務成績の評定」を削り、同号を同条第
９号とし、同条中第７号を第８号とし、第２号から第６号
までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。
⑵ 職員の人事評価の状況

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

（平成29年６月28日掲示済）
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―――――――――――――――――――
奈良市歯と口腔の健康づくり推進条例をここに公布する。
平成29年６月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第27号

奈良市歯と口腔の健康づくり推進条例
（目的）
第１条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律（
平成23年法律第95号）に基づき、歯と口腔

くう

の健康が、口
腔疾患の予防だけでなく、生涯にわたる全身の健康の保
持及び増進に重要な役割を果たすことに鑑み、歯と口腔
の健康づくりの推進に関し基本理念を定めることにより、
歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進し、
もって市民の健康の保持及び増進に寄与することを目的
とする。
（基本理念）
第２条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次
に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
⑴ 市民が生涯にわたり、日常生活において歯と口腔の
疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯と口腔の
疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進
すること。

⑵ 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における
口腔及びその機能の状態並びに歯科疾患の特性に応じ
て、適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりを推進す
ること。

⑶ 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関
連分野における施策との連携を図り、その関係者の協
力を得て、総合的に歯と口腔の健康づくりを推進する
こと。

（市の責務）
第３条 市は、前条の基本理念にのっとり、歯と口腔の健
康づくりに関する施策を策定し、及び実施する責務を有
する。
（保健医療関係者、福祉関係者及び教育関係者の役割）
第４条 保健医療関係者、福祉関係者及び教育関係者は、
歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるとともに、
市が歯と口腔の健康づくりの推進に関して実施する施策
との連携及び協力に努めるものとする。
（事業者及び保険者の役割）
第５条 事業者及び保険者は、事業者にあっては事業所に
おいて雇用する従業員の、保険者にあっては被保険者の
歯科検診等の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくり
の推進に関する取組を支援するよう努めるものとする。
（市民の役割）
第６条 市民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知
識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾
患の予防に取り組み、定期的に歯科検診等を受けること
により、歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。
（基本的施策の実施）
第７条 市は、市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくり

を推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するもの
とする。
⑴ かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科検診等を受
けることの勧奨に関すること。
⑵ 乳幼児期及び学童期におけるむし歯の予防対策等を
推進すること。
⑶ 成人期における歯周疾患の予防対策等を推進するこ
と。
⑷ 高齢期における口腔機能の維持及び向上等を推進す
ること。
⑸ 障害者、介護を必要とする者その他歯科検診等を受
けることが困難な者について、その者の心身の特性に
応じた適切な歯科疾患の予防対策に関すること。
⑹ 災害時における歯科医療体制の整備に関すること。
⑺ 前各号に掲げるもののほか、市民の歯と口腔の健康
づくりの推進のために必要な施策に関すること。
（財政上の措置）
第８条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりの推進に関す
る施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよ
う努めるものとする。
（その他）
第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。

（平成29年６月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる
特定非営利活動法人の基準、手続等に関する条例の一部を
改正する条例をここに公布する。
平成29年６月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第28号

奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入
れる特定非営利活動法人の基準、手続等に関する条
例の一部を改正する条例

奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる
特定非営利活動法人の基準、手続等に関する条例（平成25
年奈良市条例第16号）の一部を次のように改正する。
第４条第１項第８号イ中「、同条第３項」を「及び同条
第３項」に改め、「及び同条第４項の書類」を削る。
第12条第２項中「翌々事業年度」を「その作成の日から
起算して５年が経過した日を含む事業年度」に改め、同条
第３項中「３年」を「５年」に改め、同条第４項を削り、
同条第５項中「、第３項の書類」を削り、同項を同条第４
項とする。
第13条第３項を削る。
第14条中「、同条第３項」を「若しくは同条第３項」に
改め、「若しくは同条第４項の書類」を削り、「３年間」を
「５年間」に改める。
第18条第２項第２号中「第12条第５項」を「第12条第４
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項」に改め、同項第４号中「又は第２項から第４項まで」
を「、第２項又は第３項」に改める。

附 則
（施行期日）
１ この条例は、公布の日から施行する。
（役員報酬規程等に関する経過措置）
２ この条例による改正後の奈良市個人市民税の控除対象
となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の基準、
手続等に関する条例（以下「新条例」という。）第12条
第２項及び第14条の規定は、この条例の施行の日（以下
「施行日」という。）以後に開始する事業年度に係る同
項第２号から第４号までに掲げる書類について適用し、
施行日前に開始した事業年度に係るこの条例による改正
前の奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入
れる特定非営利活動法人の基準、手続等に関する条例（
以下「旧条例」という。）第12条第２項第２号から第４
号までに掲げる書類については、なお従前の例による。
（助成金の支給に係る書類に関する経過措置）
３ 新条例第12条第３項及び第14条の規定は、施行日以後
に行われる助成金の支給に係る同項の書類について適用
し、施行日前に行われた助成金の支給に係る旧条例第12
条第３項の書類については、なお従前の例による。
（海外への送金又は金銭の持出しに係る書類に関する経
過措置）
４ この条例の施行の際現に旧条例第２条の指定を受けて
いる特定非営利活動法人（以下この項において「指定特
定非営利活動法人」という。）による施行日の属する事
業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係
る旧条例第12条第４項の書類の作成、当該指定特定非営
利活動法人の事務所における備置き及び閲覧並びに当該
書類の市長への提出並びに市長が指定する場所における
閲覧又は謄写については、なお従前の例による。
５ 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場
合における旧条例第16条から第18条までの規定の適用に
ついては、なお従前の例による。

（平成29年６月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条
例をここに公布する。
平成29年６月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市条例第29号

奈良市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す
る条例

奈良市消防団員等公務災害補償条例（昭和41年奈良市条
例第13号）の一部を次のように改正する。
第５条第２項第１号中「にあつては」を「には」に、
「によつて」を「により」に改め、同項第２号中「にあつ
ては」を「には」に改め、同条第３項中「によつて」を
「により」に、「433円」を「333円」に改め、「第２号」の
次に「に該当する扶養親族については１人につき267円

（非常勤消防団員等に第１号に該当する者がない場合には、
そのうち１人については333円）を、第３号」を加え、「第
５号」を「第６号」に、「掲げる者」を「該当する者及び
第２号に該当する扶養親族」に、「にあつては」を「には」
に、「367円」を「300円」に改め、同項第２号中「及び孫」
を削り、同項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、
第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。
⑶ 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にあ
る孫
第５条第４項中「満15歳」を「15歳」に、「満22歳」を

「22歳」に改め、「以下」の次に「この項において」を加
える。

附 則
（施行期日）
１ この条例は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２ この条例による改正後の奈良市消防団員等公務災害補
償条例第５条第３項の規定は、この条例の施行の日以後
に支給すべき事由の生じた奈良市消防団員等公務災害補
償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補
償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた
同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷
病補償年金、同条第４号イに規定する障害補償年金及び
同条第６号イに規定する遺族補償年金（以下この項にお
いて「傷病補償年金等」という。）について適用し、同
日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金
等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日
前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の
例による。

（平成29年６月28日掲示済）

規 則
奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例別表第２の規則で定める事務
及び情報を定める規則の一部を改正する規則をここに公布
する。
平成29年６月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第31号

奈良市行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第２の
規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改
正する規則

奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例別表第２の規則で定める事務
及び情報を定める規則（平成27年奈良市規則第98号）の一
部を次のように改正する。
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本則に次の１条を加える。
第14条 条例別表第２の13の項の規則で定める事務は、地
方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に
基づく条例による地方税の課税標準の更正若しくは決定、
税額の更正若しくは決定、納税の告知、督促、滞納処分
その他の地方税の賦課徴収に関する事務又は地方税に関
する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務とし、
同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
⑴ 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属す
る配偶者その他の親族に係る国民健康保険法（昭和33
年法律第192号）第76条第１項の保険料に関する情報

⑵ 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属す
る配偶者その他の親族に係る高齢者の医療の確保に関
する法律（昭和57年法律第80号）第104条第１項の保
険料に関する情報

⑶ 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属す
る配偶者その他の親族に係る介護保険法第129条第１
項の保険料に関する情報

⑷ 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする同
居の親族に係る生活保護実施関係情報
附 則

この規則は、公布の日から施行する。
（平成29年６月28日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。
平成29年６月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第32号

奈良市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則
奈良市情報公開条例施行規則（平成19年奈良市規則第91
号）の一部を次のように改正する。
第１条中「第35条」を「第36条」に改める。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

（平成29年６月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則
をここに公布する。
平成29年６月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第33号

奈良市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する
規則

奈良市個人情報保護条例施行規則（平成21年奈良市規則
第79号）の一部を次のように改正する。
第５条中「第13条第１項第７号」を「第13条第１項第８
号」に改め、同条第２号及び第３号中「第２条第４号ア」
を「第２条第５号ア」に改める。
第７条第１号中「第２条第４号イ」を「第２条第５号
イ」に、「第２条第４号ア」を「第２条第５号ア」に改め
る。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

（平成29年６月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市精神障害者医療費助成事業実施規則の一部を改正
する規則をここに公布する。
平成29年６月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第34号

奈良市精神障害者医療費助成事業実施規則の一部を
改正する規則

奈良市精神障害者医療費助成事業実施規則（平成27年奈
良市規則第92号）の一部を次のように改正する。
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第12号様式（第31条関係）
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に

改める。
別記第12号様式（表面）を次のように改める。

 
 

」

「



附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成29年７月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市精神障害者医療費助成事業実施規則の規定に基づき
作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使
用することができる。

（平成29年６月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の一部
を改正する規則をここに公布する。
平成29年６月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第35号

奈良市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の
一部を改正する規則

奈良市子ども医療費の助成に関する条例施行規則（昭和
48年奈良市規則第40号）の一部を次のように改正する。
別記第１号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に、
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を

に、

を

に改める。

 

 

 

 

 

別記第４号様式から第６号様式までの規定中「（あて
先）」を「（宛先）」に改める。

附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成29年７月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定に
基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調整を
して使用することができる。

（平成29年６月28日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規
則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成29年６月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第36号

奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施
行規則の一部を改正する規則

奈良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規
則（昭和48年奈良市規則第33号）の一部を次のように改正
する。

」

「

「

」

」

」

「

「



第３条第１項及び第５条の２中「奈良市ひとり親家庭等
医療費受給資格証交付（更新）等申請書」を「奈良市ひと
り親家庭等医療費受給資格証交付等申請書」に改める。
第６条第１項中「奈良市ひとり親家庭等医療費受給資格
証交付（更新）等申請書」を「奈良市ひとり親家庭等医療
費受給資格証交付等更新申請書（別記第３号様式の２）」

に改める。
第８条第２号中「奈良市ひとり親家庭等医療費受給資格
証交付（更新）等申請書」を「奈良市ひとり親家庭等医療
費受給資格証交付等申請書」に改める。
別記第１号様式を次のように改める。
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別記
第１号様式（第３条、第５条の２、第８条関係）
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別記第２号様式中

を

に、「住所」を「居住地」に改める。

別記第３号様式中「（あて先）」を「（宛先）」に改め、同様式の次に次の１様式を加える。
第３号様式の２（第６条関係）

 

「

「

」

」



別記第４号様式及び第５号様式中「（あて先）」を「（宛
先）」に改める。

附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成29年７月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要
な調整をして使用することができる。

（平成29年６月28日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市重度心身障害者老人等医療費助成事業実施規則の
一部を改正する規則をここに公布する。
平成29年６月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第37号

奈良市重度心身障害者老人等医療費助成事業実施規
則の一部を改正する規則

奈良市重度心身障害者老人等医療費助成事業実施規則（
平成27年奈良市規則第91号）の一部を次のように改正する。
別記第１号様式を次のように改める。
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別記
第１号様式（第４条、第８条関係）



附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成29年７月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市重度心身障害者老人等医療費助成事業実施規則の規
定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調
整をして使用することができる。

（平成29年６月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の
一部を改正する規則をここに公布する。

平成29年６月28日
奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市規則第38号
奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規
則の一部を改正する規則

奈良市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則（
昭和47年奈良市規則第11号）の一部を次のように改正する。
第６条第１項に次のただし書を加える。
ただし、資格証の有効期限満了後においても受給者が
受給資格を有することを公簿等によつて確認できるとき
は、この限りではない。
別記第１号様式を次のように改める。

―13―

奈 良 市 公 報 第342号
平成29年10月３日
（火 曜 日）

別記
第１号様式（第３条、第４条、第５条、第６条、第８条関係）

 



別記第３号様式から第５号様式までの規定中「（あて
先）」を「（宛先）」に改める。

附 則
（施行期日）
１ この規則は、平成29年７月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈
良市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規
定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調
整をして使用することができる。

（平成29年６月28日掲示済）

告 示
奈良市告示第370号
奈良市財政状況の公表に関する条例（昭和61年奈良市条
例第２号）の規定により、平成29年３月31日現在の本市の
財政状況を次のとおり公表します。
平成29年６月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第371号
地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の２第
１項の規定により、平成28年10月１日から平成29年３月31
日までの間における奈良市公営企業の業務状況を次のとお
り公表します。
平成29年６月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第372号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 第一工区非常用発電設備取替改修工事
⑵ 工事場所 奈良市米谷町地内
⑶ 工事期間 契約の日から平成30年３月５日まで
⑷ 工事概要 第一工区の非常用発電設備の取替改修工

事一式
⑸ 予定価格 12,686千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 最低制限基準価格 10,683千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第373号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 （仮称）伏見こども園園舎改築その他工

事に伴う建築設計業務委託
⑵ 業務場所 奈良市菅原町367番地
⑶ 業務期間 契約の日から平成30年２月28日まで
⑷ 業務概要 建築設計業務委託 改築及び改修一式

改築部分 延べ床面積 約220㎡
改修部分 延べ床面積 約1,000㎡

⑸ 予定価格 9,583千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

⑹ 最低制限基準価格 7,349千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成29年６月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第374号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 ３，１号炉点検整備補修
⑵ 業務場所 奈良市左京五丁目２番地

「奈良市環境清美工場」
⑶ 業務期間 契約の日から平成29年12月22日まで
⑷ 業務概要 焼却炉（全連続燃焼ストーカ式）施設の

経年使用による劣化部分及び損傷部分の補
修並びに分解整備補修を行う。
焼却炉処理能力 120ｔ／日
ア 燃焼設備補修 一式
イ ガス冷却設備補修 一式
ウ 空気予熱設備補修 一式
エ 受入供給設備補修 一式
オ 灰出設備補修 一式
カ 共通設備補修 一式

⑸ 予定価格 134,027千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成29年６月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第375号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 ３，１号炉排ガス施設点検整備補修
⑵ 業務場所 奈良市左京五丁目２番地

「奈良市環境清美工場」
⑶ 業務期間 契約の日から平成29年12月22日まで
⑷ 業務概要 焼却炉（全連続燃焼ストーカ式）施設の

経年使用による劣化部分及び損傷部分の補
修並びに分解整備補修を行う。
焼却炉処理能力 120ｔ／日
ア 燃焼設備補修 一式
イ ガス冷却室設備補修 一式
ウ 空気予熱設備補修 一式
エ 減温塔設備補修 一式
オ 排ガス処理設備補修 一式
カ 通風設備補修 一式
キ 共通設備補修 一式

⑸ 予定価格 98,502千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成29年６月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第376号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
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市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 史跡大安寺旧境内保存用地取得事業嘱託

登記業務
⑵ 業務場所 奈良市東九条町地内
⑶ 業務期間 契約の日から平成30年１月31日まで
⑷ 業務概要 嘱託登記業務一式
⑸ 予定価格 20,730円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 最低制限価格 12,438円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第377号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成29年６月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
富雄公民館エレベーター設置及び空調設備改修に伴う
設計業務委託ほか１件（各業務の業務場所、業務期間、
業務概要、予定価格、最低制限基準価格は別表のとおり

）
以下省略

（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第378号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成29年６月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項

通学路整備工事（秋篠町地内・中部第54号線）その他
工事ほか31件（各工事の工事件名、工事場所、工期、工
事概要、予定価格、最低制限基準価格及び最低制限モデ
ル型算出価格は別表のとおり）
以下省略

（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第379号
介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項、第
42条の２第１項及び第46条第１項の規定により、指定居宅
サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者及び指定
居宅介護支援事業者を指定しましたので、同法第78条第１
号、第78条の11第１号及び第85条第１号の規定により公示
します。
平成29年６月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名

2990100527 奈良市敷島町二丁目543－25
華舞デイサービス
センター

奈良市若葉台一丁目７番
１号 株式会社優花 平成29年

６月１日

2970107575
奈良市学園新田町3219－
１ パルムドール学園前
参番館Ｂ１Ｆ

ソワン訪問介護セ
ンター

奈良市学園北一丁目13番
８号メインビル2Ｆ

株式会社クカメデ
ィカル

平成29年
６月１日

2970107583
奈良市学園新田町3219－
１ パルムドール学園前
参番館Ｂ１Ｆ

ソワン訪問介護セ
ンター・ケアプラ
ン部

奈良市学園北一丁目13番
８号メインビル2Ｆ

株式会社クカメデ
ィカル

平成29年
６月１日

2970107591 奈良市二条大路南二丁目２番22－１号 有限会社ＩＳＤ 奈良市二条大路南二丁目
２番22－１号 有限会社ＩＳＤ 平成29年

６月１日

2970107609 奈良市杉ヶ町33番地３ききょう杉ヶ町ビル２階 あいじゅ 奈良市富雄元町三丁目１
番13号 株式会社ききょう 平成29年

６月１日

2970107617 奈良市北永井町376番地 訪問介護サービス
ひより 奈良市北永井町376番地 合同会社ひより 平成29年

６月１日

（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第380号
介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、第
78条の５第２項、第82条第２項及び第115条の５第２項の
規定により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サ

ービス事業者、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防
サービス事業者を廃止しましたので、同法第78条第２号、
第78条の11第２号、第85条第２号及び第115条の10第２号
の規定により公示します。
平成29年６月１日

奈良市長 仲 川 元 庸



（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第381号
平成29年奈良市告示第208号（予防接種の実施）の一部
を次のように改正する。
平成29年６月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のよう省略

（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第382号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する
指定障害福祉サービス事業者を指定しましたので、同法第
51条第１号の規定に基づき告示します。
平成29年６月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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【居宅介護支援】

【訪問介護】

【介護予防通所介護・地域密着型通所介護】

【特定介護予防福祉用具販売】

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970101420
奈良市西大寺栄
町３－１ 泉谷
マンション202

四季ノ丘指定居
宅介護支援事業
所

奈良市西大寺栄町
３－１ 泉谷マン
ション202

四季ノ丘 合資
会社 2150003000071 平成29年

５月10日

2970102352 奈良県奈良市古市町1480-12
居宅介護支援喜
寿

奈良県奈良市古市
町1480－12 有限会社 喜寿 9150002099312 平成29年

３月26日

2970103814
奈良県奈良市学
園新田町3219－
１

ソワン訪問介護
センター・ケア
プラン部

奈良県奈良市学園
北１－13－８

株式会社 山岡
産業 8080401014856 平成29年

５月31日

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970103806
奈良県奈良市学
園新田町3219－
１

ソワン訪問介護
センター

奈良県奈良市学園
北１－13－８

株式会社 山岡
産業 8080401014856 平成29年

５月31日

2970104515 奈良県奈良市西笹鉾町40
ぽれぽれ奈良公
園

奈良市登美ケ丘２
－２－15

株式会社ひまわ
りの会 1150001001197 平成29年

４月30日

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970104028 奈良県奈良市七条１－30－６
デイサービス
なごみの家

奈良県奈良市七条
１－30－６

株式会社 なご
みの家 8150001007856 平成29年

５月31日

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970106692 奈良市西九条三丁目13番地
ロイヤルホーム
センター奈良

大阪府大阪市西区
阿波座一丁目５番
16号

ロイヤルホーム
センター株式会
社

2120001072223 平成29年
４月30日



（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第384号
奈良市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改
正する告示を次のように定める。
平成29年６月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部
を改正する告示

奈良市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（昭和61年
奈良市告示第133号）の一部を次のように改正する。
附則第３項（見出しを含む。）中「平成28年度」を「平
成29年度」に改める。

附 則
この告示は、平成29年６月１日から施行し、この告示に
よる改正後の奈良市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
の規定は、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。

（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第385号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 事業名称
学びなら事業向け校務用パソコン等の賃貸借

⑵ 調達する機器

校務用パソコン、周辺機器及びソフトウェア 一式
⑶ 展開スケジュールの調整

展開スケジュールの作成・調整
⑷ 機器の設計設定作業

校務用パソコン、周辺機器及びソフトウェアについ
て、既存環境へ適合した設計及び設定、本市、指定の
学びなら向けソフトウェアの導入
⑸ 機器等の設置作業

納入ソフトウェア及び指定ソフトウェアを動作状態
とした上での機器等の設置作業、機器設置後の動作確
認
⑹ 保守及び復旧作業

機器等の保守及び復旧作業
⑺ 納入条件

成果物作成等
⑻ 保険
⑼ その他
以下省略

（平成29年６月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第386号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 契 約 名 なら100年会館電話交換機設備賃貸借
⑵ 実 施 場 所 なら100年会館

―28―
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１ 指定年月日 平成29年６月１日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910102678 合同会社ひより 630-8442 奈良県奈良市北永井町376番地

訪問介護サ
ービスひよ
り

630-8442 奈良県奈良市北永井町376番地
居宅介護
重度訪問介護

2910102041 合同会社来夢グリーン 630-8244 奈良県奈良市三条町593番地の53 来夢green 630-8233 奈良県奈良市小川町12扇ビル
自立訓練
（生活訓練）

（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第383号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する

指定障害福祉サービス事業者を廃止しましたので、同法第
51条第２号の規定に基づき告示します。
平成29年６月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 廃止年月日 平成29年５月31日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910101423
社会福祉法
人こぶしの
会

630-8424 奈良県奈良市古市町529－４ ここに 630-8424 奈良県奈良市古市町2159－４ 就労移行支援



奈良市三条宮前町７番１号
⑶ 賃貸借期間 平成29年８月１日から平成36年７月31

日まで
⑷ 契 約 概 要 なら100年会館電話交換機設備賃貸借

仕様書による
以下省略

（平成29年６月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第387号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 件 名 なら100年会館自動火災報知機設備賃

貸借
⑵ 納入場所 なら100年会館

奈良市三条宮前町７番１号
⑶ 賃貸借期間 平成30年３月１日から平成40年２月28

日（地方自治法第234条の３に基づく長
期継続契約）

⑷ 概 要 なら100年会館自動火災報知機賃貸借
仕様書による。

以下省略
（平成29年６月２日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第388号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 契 約 名 なら100年会館中央監視盤設備賃貸借
⑵ 実 施 場 所 なら100年会館

奈良市三条宮前町７番１号
⑶ 賃貸借期間 平成30年１月１日から平成39年12月31

日まで
⑷ 契 約 概 要 なら100年会館中央監視盤設備賃貸借

仕様書による
以下省略

（平成29年６月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第389号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。

平成29年６月２日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年６月２日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
４ 保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

５ 引取期間
告示日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条
例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。
６ 引取時間

午前９時から午後４時30分まで
７ 引取りのための必要事項
⑴ 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき
るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく
ださい。
⑵ 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
ア 移動費 自転車 2,000円

原動機付自転車 4,000円
イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内

は無料）
８ 連絡先 奈良市市民生活部 交通政策課

電話0742－34－1111代表
（平成29年６月２日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第390号
奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21
号）第３条の規定により、次のとおり住居番号をつけたの
で、同条例第３条第４項の規定により告示します。
平成29年６月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
以下省略

（平成29年６月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第391号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第59条第１項に規定する
指定自立支援医療機関として下記のとおり指定したので、
同法第69条第１号の規定に基づき告示します。
平成29年６月２日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成29年６月２日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第392号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
平成29年８月度端末機器等の賃貸借にかかる一般競争入
札については、奈良市契約規則及び関係法令に定めるもの
の他、本入札説明書によるものとし、入札を希望する企業
及び団体（以下「事業者」という）は、熟読のうえ入札す
ること。
１ 事業概要

本業務は、本市で使用する業務用パソコン、プリンタ
（以下端末機器）等の長期安定稼動及び大量一括導入に
よるコスト削減を目的とし、一般競争入札による調達を
行うものである。
２ 事業範囲
⑴ 事業名称
平成29年８月度端末機器等の賃貸借

⑵ 調達する端末機器
•ノート型パーソナルコンピュータ
•モノクロレーザプリンタ（RICOH社製 IPSIO
SP6420）
•その他関連機器

⑶ 展開スケジュールの調整
展開スケジュールの作成・調整

⑷ 端末機器の設計・設定作業
マスタイメージの作成、動作確認用端末の作成、端

末機器作成手順書の作成、各端末機器の設定（個別設
定を含む）等

⑸ 端末機器の設置作業
端末機器等の設置作業（配線・ネットワーク接続設
定（無線LAN設定含む）、プリンタ接続、プリンタサ
ーバ登録作業含む）、現行端末機器に導入されている
ソフトウェアの移行、機器の識別用ラベルの作成・貼
付、端末設置後の動作確認等
⑹ 端末機器の回収作業
入替対象端末の回収、データ消去作業等、入替対象
プリンタの廃棄

⑺ 成果物作成・配布作業
成果物（管理台帳）作成、及び設置部署への配布等

⑻ 保守・サポート
端末機器等の保守（オンサイトを含む）等

以下省略

（平成29年６月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第393号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第10条第３項の規定により利用者又は所有
者から引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、
奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭和59
年奈良市規則第35号）第５条の規定により告示します。
平成29年６月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 処分の根拠

告示日から60日経過したにもかかわらず、引取りがな
いため。
２ 処分対象自転車等の保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

３ 処分年月日
平成29年６月５日

４ 処分対象自転車等の移動年月日
平成28年11月１日、同月７日、同月10日、同月15日、
同月17日、同月20日、同月22日及び同月28日

（平成29年６月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第394号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年６月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成29年６月４日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成29年６月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第395号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により敷島町自治会から告示した事項の変更の届出
がありましたので、同条第10項の規定により次のとおり告
示します。
平成29年６月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
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指定年月日 医療機関名 所在地 開設者氏名

平成29年６月１日 スギ薬局
学園前南店 奈良市中町１番地87 株式会社スギ薬局

代表取締役 榊原 栄一



１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成29年５月28日

（平成29年６月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第396号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により秋篠町梅ヶ丘自治会から告示した事項の変更
の届出がありましたので、同条第10項の規定により次のと
おり告示します。
平成29年６月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成29年４月９日

（平成29年６月５日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第397号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定
により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部滞納整理
課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば
いつでも交付します。
平成29年６月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書

差押調書（謄本）
２ 送達を受けるべき者

省略
（平成29年６月５日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第398号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の
とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。
平成29年６月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
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変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

平田 裕喜
奈良市敷島町一丁目
547番地の49

東 昌史
奈良市敷島町二丁目
546番地の111

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

吉川 道康
奈良市秋篠町
573番地の15

中川 晋作
奈良市秋篠町
1041番地

指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

医療法人冨森会 冨森
歯科医院 奈良県奈良市押上町20－２

居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成29年３月１日

医療法人冨森会 奈良県奈良市押上町20－２

おかもと歯科 奈良県奈良市神殿町312
居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成29年４月１日

医療法人おかもと歯科 奈良県奈良市神殿町312

うさぎや薬局 奈良県奈良市小川町４－２
居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成29年５月１日

株式会社うさぎや薬局 奈良県奈良市小川町４－２

（平成29年６月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第399号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。

平成29年６月６日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年６月６日

３ 移動対象区域



近鉄奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺及び近鉄富雄駅周
辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年６月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第400号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 事業範囲
⑴ 事業名称
「学びなら」（個に応じた学力向上）成績分析シス
テム利用等の賃貸借

⑵ 調達するソフト及び機器等
•デジタル採点ソフト（スキャナ含む関連機器）
一式

•成績分析システム 一式
⑶ 導入スケジュールの調整
システム導入スケジュールの作成及び調整

⑷ ソフトウェアのインストール及び設置作業
機器等の設置作業（配線・ネットワーク接続作業含

む）、機器設置後の動作確認
⑸ 導入支援及び運用支援
•機器操作支援
•利用支援及び補助

⑹ 保守・サポート
•ソフトウェア及び機器等の保守及びサポート

⑺ 保険
２ 本競争入札に関する事項
⑴ ソフトウェア及び機器等の納品に関する条件等
別紙１「学びなら」（個に応じた学力向上）成績分
析システム利用等の賃貸借に係る調達仕様書のとおり

⑵ 契約形態
賃貸借契約

⑶ 賃貸借契約期間
平成29年９月１日から平成34年８月31日まで（地方
自治法（昭和22年法律第67号）第234条の３に基づく
長期継続契約）

⑷ 契約条項
別紙２「学びなら」（個に応じた学力向上）成績分
析システム利用等の賃貸借契約書のとおり

⑸ 設置作業完了期限
平成29年８月31日

⑹ ソフトウェア及び機器等セットアップ場所
別紙１「学びなら」（個に応じた学力向上）成績分
析システム利用等の賃貸借に係る調達仕様書のとおり

⑺ 付帯事項
•ソフトウェア及び機器等の賃貸借期間中の必要な

保険については、納入業者が付保手続きを行い、
保険料は納入業者の負担とする。なお、保険証書
の写しを提出すること（保険に加入していること
がわかるもの）。
•この契約が解除された場合には、本市と協議の上、
事業者の負担により速やかに物品を撤去すること
とする。

以下省略
（平成29年６月７日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第401号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 物 品 名 高規格救急自動車
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 納入場所 奈良市八条五丁目404番地の１

奈良市消防局
⑷ 納入期限 平成30年１月22日
⑸ 担 当 課 奈良市消防局災害対策室消防課

電話 0742－35－1193
以下省略

（平成29年６月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第402号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 物 品 名 ＣＤ－Ⅰ型消防ポンプ自動車
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 納入場所 奈良市八条五丁目404番地の１

奈良市消防局
⑷ 納入期限 平成30年２月６日
⑸ 担 当 課 奈良市消防局災害対策室消防課

電話 0742－35－1193
以下省略

（平成29年６月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第403号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
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平成29年６月８日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 奈良北雨水ポンプ場管理業務委託
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 業務場所 奈良市佐保台西町地内
⑷ 業務期間 平成29年７月１日から平成34年６月30日

まで（地方自治法第234条の３に基づく長
期継続契約）

⑸ 担 当 課 奈良市建設部土木管理課
電話 0742－34－4893

以下省略
（平成29年６月８日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第404号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成29年６月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成29年６月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第405号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定
介護機関から事業を廃止した旨の届出がありましたので、
同法第55条の３の規定により告示します。
平成29年６月８日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第342号
平成29年10月３日
（火 曜 日）

申請者住所 奈良市西大寺北町四丁目３番９号
ひまわり荘101号

申請者氏名 株式会社 三木ホーム
代表取締役 三木 恒二

道路の位置 奈良市敷島町二丁目477番１、同番２及
び546番63

道路の幅員 最大5.00ｍ 最小4.00ｍ

道路の延長 34.68ｍ

指定年月日 平成29年６月８日

指 定 番 号 第Ｈ2901号

指定介護機関

廃止した施設又は廃止した事業の種類 廃止年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

まりん薬局 奈良県奈良市西大寺東町二丁目１
－63 サンワシティ西大寺３階 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成28年６月30日
株式会社メディファ 大阪府堺市堺区市之町西三丁２－

14

コトブキ薬局 奈良
店 奈良県奈良市北市町57－３

居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成28年７月31日

株式会社 阪神調剤
薬局 兵庫県芦屋市大桝町１番18号

株式会社 ゆうき薬
局

奈良県奈良市東紀寺町二丁目10－
12 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成28年10月31日
株式会社 ゆうき薬
局 奈良県奈良市紀寺町864－１

（平成29年６月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第406号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の
とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。
平成29年６月８日

奈良市長 仲 川 元 庸
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指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

サン薬局 中町店 奈良県奈良市中町4842－１
居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成27年８月１日株式会社 関西メディ

コ
奈良県生駒郡平群町上庄一丁目
14－12

サン薬局 高の原店 奈良県奈良市右京四丁目14番地
24 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成28年４月１日
株式会社 関西メディ
コ

奈良県生駒郡平群町上庄一丁目
14－12

スギ薬局 本店
奈良県奈良市右京一丁目３番地
４ サンタウンプラザすずらん
南館１Ｆ 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成28年５月１日

プリベイル株式会社
奈良県北葛城郡王寺町王寺二丁
目６番４号 クレール吉田ビル
２Ｆ

ファミリー薬局 奈良
店 奈良県奈良市三条町321－４

居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成28年５月１日

株式会社プチファーマ
シスト

大阪府大阪市北区芝田二丁目８
番10号 光栄ビル１階

まりん薬局
奈良県奈良市西大寺東町二丁目
１－63 サンワシティ西大寺３
階 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成28年７月１日
株式会社セラ・メディ
ック

大阪府堺市堺区市之町西三丁２
－14

コトブキ薬局 奈良店 奈良県奈良市北市町57－１
居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成28年８月１日株式会社 阪神調剤薬

局 兵庫県芦屋市大桝町１番18号

すいれん薬局 奈良県奈良市学園朝日町２－12
居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成28年８月１日

森本 勢通子 奈良県奈良市学園北一丁目11番
12－401号

きらら薬局 阪奈菅原
店 奈良県奈良市菅原町649－１ 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成28年８月１日
有限会社ファルマ 奈良県奈良市菅原町37－１

サン薬局 京終店 奈良県奈良市南京終町710番地１
居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成28年９月１日株式会社 関西メディ

コ
奈良県生駒郡平群町上庄一丁目
14－12

ゆうき薬局 奈良県奈良市紀寺町864－１ 居宅 居宅療養管理指導
介護予防 居宅療養管理指導 平成28年11月１日

株式会社 ゆうき薬局 奈良県奈良市紀寺町864－１

あかね薬局 奈良県奈良市朱雀五丁目17番地
１－１ 居宅 居宅療養管理指導

介護予防 居宅療養管理指導 平成28年12月１日
株式会社マーメイド 京都府京都市下京区四条通室町

東入函谷鉾町85番地１
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（平成29年６月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第407号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定

介護機関から事業を休止した旨の届出がありましたので、
同法第55条の３の規定により告示します。
平成29年６月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

休止した施設又は休止した事業の種類 休止年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

在宅介護支援センター
和楽園

奈良県奈良市古市町1886番地の
１

居宅介護支援事業（介護計画作成） 平成28年９月16日
社会福祉法人 奈良市
和楽園

奈良県奈良市古市町1886番地の
１

（平成29年６月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第408号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定

介護機関から次のとおり変更した旨の届出がありましたの
で、同法第55条の３の規定により告示します。
平成29年６月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関
開設者 変更年月日

名称 所在地

旧 奈良市若草地域包括支援セン
ター 奈良県奈良市船橋町１番地の１ 一般財団法人沢井病院

平成29年１月16日
新 奈良市若草地域包括支援セン

ター
奈良県奈良市芝辻町１－21 フロ
ムワンビル 一般財団法人沢井病院

旧 奈良市伏見地域包括支援セン
ター

奈良県奈良市西大寺南町１－17
西田ビル２Ｆ 社会医療法人 平和会

平成28年11月26日
新 奈良市伏見地域包括支援セン

ター
奈良県奈良市西大寺新町一丁目１
－１ 河辺ビル１Ｆ 社会医療法人 平和会

（平成29年６月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第409号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の

とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。
平成29年６月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

社会福祉法人ならのは
グループホーム楓・メ
イプルリーフ

奈良県奈良市神功四丁目25－９ 地域密着型 認知症対応型共同生活介
護 平成29年４月１日

社会福祉法人ならのは 奈良県奈良市神功四丁目25－９

（平成29年６月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第410号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次の
とおり指定しましたので、同法第55条の３の規定により告
示します。

平成29年６月８日
奈良市長 仲 川 元 庸
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指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる事務所の所在地

ケアプラン クオーレ 奈良県奈良市古市町1773番地の
１

居宅介護支援事業（介護計画作成） 平成29年５月１日

株式会社クオーレ 奈良県奈良市古市町1773番地の
１

デイサービス クオー
レ

奈良県奈良市古市町1773番地の
１

居宅 通所介護 平成29年５月１日

株式会社クオーレ 奈良県奈良市古市町1773番地の
１

ＬａＬａあやめ池デイ
サービス

奈良県奈良市あやめ池南四丁目
１番12号

居宅 通所介護 平成29年５月１日

株式会社紅きらら 京都府京都市中京区猪熊通錦小
路下る錦猪熊町553番地

まーめいどヘルパーセ
ンター 奈良県奈良市神殿町645番地の１

居宅 訪問介護 平成29年５月１日
医療法人社団 谷掛整
形外科診療所 奈良県奈良市神殿町644番地の１

リハビリデイ まーめ
いど 奈良県奈良市神殿町645番地の１

居宅 通所介護 平成29年５月１日
医療法人社団 谷掛整
形外科診療所 奈良県奈良市神殿町644番地の１

訪問看護ステーション
佐保の里

奈良県奈良市佐保台二丁目902番
地の241 居宅 訪問看護

介護予防 訪問看護 平成29年５月１日
株式会社ライフアート
コミュニティ

奈良県奈良市佐保台二丁目902番
地の241

（平成29年６月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第411号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成29年６月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

上林 奈菜未
柔道整復 平成29年４月14日

かどわき接骨院 奈良県奈良市京終地方東側町
18番地

（平成29年６月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第412号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規
定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成29年６月８日

奈良市長 仲 川 元 庸



（平成29年６月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第414号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年６月８日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年６月８日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺及び近鉄西ノ
京駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年６月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第415号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月12日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 安定器等のPCB含有調査・重量測定・登

録資料作成業務委託
⑵ 業務場所 奈良市全域
⑶ 業務期間 契約の日から平成29年９月29日まで

⑷ 業務概要 高濃度ＰＣＢ廃棄物にあたる安定器等の
ＰＣＢ含有有無分別作業並びに重量測定作
業、及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社
（ＪＥＳＣＯ）へ特別（搬入荷姿）登録す
るための書類作成業務

以下省略
（平成29年６月12日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第416号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定
により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部滞納整理
課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば
いつでも交付します。
平成29年６月13日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書

差押調書（謄本）
２ 送達を受けるべき者

省略
（平成29年６月13日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第417号
次の書類は、その送達を受けるべき者の居所等が不明の
ため送達できないので、地方税法（昭和25年法律第226号）
第20条の２第１項及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例
第12号）第６条の規定に基づき、公示送達する。
なお、当該書類は財務部資産税課で保管し、送達を受け
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平成29年10月３日
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指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

余田 拓矢
柔道整復 平成29年４月11日

つつみ鍼灸整骨院 奈良県奈良市六条一丁目１番
12号

（平成29年６月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第413号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成29年６月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

平川 隼吾

あんま 平成29年４月25日
株式会社フレアス 奈良県奈良市白毫寺町835番地

の１ 大和紀寺ビル305号

平川 隼吾

はり・きゅう 平成29年４月25日
株式会社フレアス 奈良県奈良市白毫寺町835番地

の１ 大和紀寺ビル305号



るべき者が請求したときは、いつでも交付する。
平成29年６月13日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達すべき書類の名称
平成29年度固定資産税・都市計画税納税通知書

２ 送達すべき書類の発送年月日
平成29年４月７日

３ 送達を受けるべき者
省略

（平成29年６月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第418号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 名 称 連続帳票裁断機一式の賃貸借
⑵ 詳 細 別紙仕様書および機能仕様書のとおり
⑶ 納入場所 別紙仕様書のとおり
⑷ 納入期限 平成29年８月１日（火）
⑸ 契約期間 平成29年８月１日から平成34年７月31日

（地方自治法第234条の３の規定に基づく
長期継続契約）

⑹ 担 当 課 奈良市総務部情報政策課
以下省略

（平成29年６月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第419号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収事務を委託したので、同
条第２項の規定により告示します。
平成29年６月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 受託者・徴収事務

２ 委託の期間
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

（平成29年６月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第420号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備

部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年６月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成27年８月10日 奈良市指令都整開 第15Ａ－17号
平成29年５月22日 奈良市指令都整開

第15Ａ－17－１号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成29年６月14日 第1572号
公共施設 平成29年６月14日 第756号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市中登美ヶ丘六丁目350番

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
大阪市天王寺区上本町六丁目５番13号
近鉄不動産株式会社 取締役社長 赤坂 秀則

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 防火水槽

奈良市中登美ヶ丘六丁目350番の一部
（平成29年６月14日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第421号
下記に掲げる者は、住民基本台帳法施行令（昭和42年政
令第292号）第８条に規定する事由が生じたので、同令第
12条第１項の規定により、その住民票を職権で消除しまし
たが、その通知を受けるべき者の住所等が不明のため、同
条第４項後段の規定により公示します。
なお、この処分に不服のある者は、この処分があったこ
とを知った日の翌日から起算して３か月以内に奈良市長に
対して審査請求をすることができます。
また、この処分の取消しを求める訴えは、この処分が
あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、
奈良市を被告として提起することができます。
ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった
日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求を
することや処分の取消しの訴えを提起することはできなく
なります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間や
この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した後
であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提
起することが認められる場合があります。
平成29年６月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
記

事件本人
省略

（平成29年６月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第422号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
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受託者 徴収事務

奈良市内侍原町４
一般社団法人 地域づくり支援機構
理事長 村田武一郎

活動量計自己負
担金（活動量計
代金）



平成29年６月15日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 入札に付する事項
京終駅復元工事（第２期）に伴う建築設計業務委託（
各業務の業務場所、業務期間、業務概要、予定価格、最
低制限基準価格は別表のとおり）
以下省略

（平成29年６月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第423号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成29年６月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
道路修繕工事（法蓮町地内・北部第７号線）ほか16件
（各工事の工事件名、工事場所、工期、工事概要、予定
価格、最低制限基準価格及び最低制限モデル型算出価格
は別表のとおり）
以下省略

（平成29年６月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第424号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年６月15日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年６月15日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成29年６月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第425号
平成29年奈良市議会６月定例会において成立した次に掲
げる予算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第
219条第２項の規定により別紙のとおり公表します。
平成29年６月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 平成29年度奈良市一般会計補正予算（第１号）

平成29年度奈良市一般会計
補正予算（第１号）

平成29年度奈良市の一般会計補正予算（第１号）は、次
に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ67,000
千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
127,628,997千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごと
の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表
歳入歳出予算補正」による。
（地方債の補正）
第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。
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第１表 歳入歳出予算補正
歳 入

（註）「第20款 諸収入」、「第21款 市債」を「第21款 諸収入」、「第22款 市債」に改める。
歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

20. 繰 越 金 － 21,000 21,000

１. 繰 越 金 － 21,000 21,000

21. 市 債 12,204,300 46,000 12,250,300

１. 市 債 12,204,300 46,000 12,250,300

歳 入 合 計 127,561,997 67,000 127,628,997

款 項 補正前の額 補 正 額 計

４. 衛 生 費 10,174,038 67,000 10,241,038

１. 保 健 衛 生 費 1,862,108 67,000 1,929,108

歳 出 合 計 127,561,997 67,000 127,628,997

千円 千円 千円

千円 千円 千円



（平成29年６月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第426号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年６月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成29年２月21日 奈良市指令整開 第16Ａ－45号
平成29年５月24日 奈良市指令整開

第16Ａ－45－１号
２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成29年６月16日 第1573号

３ 開発区域に含まれる地域

奈良市押熊町2099番５の一部、2100番２の一部、2101
番１、2101番２、2101番３の一部、2101番４の一部、
2102番１、2102番２、2103番１、2104番１、2106番１、
2107番１の一部、2110番６及び2123番76の一部
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市西大寺東町二丁目１番63号
三和住宅株式会社 代表取締役 小林 正樹

（平成29年６月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第427号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま
したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
平成29年６月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
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第２表 地方債補正
１ 変更分

起債の目的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

保健衛生施設整備事業 5,900 51,900

計 12,204,300 12,250,300

千円 千円

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

なかざわ耳鼻咽喉科医院 奈良県奈良市中登美ヶ丘六丁目３番３号 リコ
ラス登美ヶ丘Ａ棟３Ｆ 平成29年４月30日

なないろクリニック 奈良県奈良市中山町西三丁目218番地 平成29年４月30日

樹のひかり形成外科・皮ふ科 奈良県奈良市小西町25番１号 ファインフラッ
ツ奈良 ザ・レジデンス２Ｆ－Ｃブロック 平成29年４月30日

とみお薬局西店 奈良県奈良市富雄元町三丁目１番13号 ききょ
う富雄ビル１Ｆ 平成29年４月30日

（平成29年６月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第428号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ

り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。
平成29年６月16日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

なかざわ耳鼻咽喉科医院 奈良県奈良市中登美ヶ丘六丁目３番３号 リコ
ラス登美ヶ丘Ａ棟３Ｆ 平成29年５月１日

なないろクリニック 奈良県奈良市中山町西三丁目218番地 平成29年５月１日

樹のひかり形成外科・皮ふ科 奈良県奈良市小西町25番１号 奈良テラス２階 平成29年５月１日

オレンジ薬局 富雄店 奈良県奈良市富雄元町三丁目１番13号 ききょ
う富雄ビル１Ｆ 平成29年５月１日



（平成29年６月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第429号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年６月16日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年６月16日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成29年６月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第430号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 奈良市地域公共交通支援事業検討業務委

託
⑵ 業務場所 奈良市内全域
⑶ 業務期間 契約の日から平成30年３月30日まで
⑷ 業務概要 公共交通支援事業の施策の構築
以下省略

（平成29年６月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第431号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告いたします。
平成29年６月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 COOL CHOICE普及啓発事業企画・運営

業務委託
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 契約期間 契約締結日から平成30年２月16日（金）

まで
⑷ 担 当 課 奈良市環境部環境政策課

電話 0742－34－4591
以下省略

（平成29年６月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第432号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年６月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成29年４月11日 奈良市指令整開 第16Ａ－49号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成29年６月20日 第1574号
３ 開発区域に含まれる地域

奈良市西ノ京町69番１の一部
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市四条大路二丁目３番78－１号
株式会社 さくらガーデン 代表取締役 乾 政宏

（平成29年６月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第433号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年６月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成29年６月20日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京
駅周辺及び近鉄平城駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年６月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第434号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定
により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部滞納整理
課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば
いつでも交付します。
平成29年６月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書

差押調書（謄本）
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２ 送達を受けるべき者
省略

（平成29年６月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第435号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月21日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 物 品 名 インバータ・コンバータ
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 納入場所 奈良市左京五丁目２番地

奈良市環境清美工場特高電気室
⑷ 納入期限 平成30年２月28日
⑸ 担 当 課 環境清美工場

電話 0742－71－3000
以下省略

（平成29年６月21日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第436号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月21日

奈良市長 仲 川 元 庸
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１ 入札に付する事項

項目 概要

業務名称 奈良市成長志向起業家育成事業業務委託

業務内容 別添「仕様書」に記載のとおり

委託期間 契約締結の日から平成30年３月31日まで

契約形式 委託契約

以下省略
（平成29年６月21日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第437号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年６月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成29年３月９日 奈良市指令整開 第16Ａ－48号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成29年６月22日 第1575号
公共施設 平成29年６月22日 第757号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市六条西四丁目881番１、881番７、881番８、881
番９及び881番10（全体工区）
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都品川区西五反田七丁目23番１号
大成ユーレック株式会社 代表取締役 小林 敬明
奈良市六条町102番地の１
医療法人康仁会 理事長 髙比 康臣
奈良市六条町109番地の１
有限会社メディカルカルチャークラブ
取締役 福田 祐一

５ 公共施設の種類、位置及び区域

⑴ 道路
奈良市六条西四丁目881番10

⑵ 多世代広場
奈良市六条西四丁目881番７

⑶ 調整池
奈良市六条西四丁目881番９

⑷ 防火水槽
奈良市六条西四丁目881番１の一部

（平成29年６月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第438号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年６月23日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成29年６月23日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺及び近鉄富雄駅周
辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年６月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第439号



次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 空調設備賃貸借契約
⑵ 納入場所 神功こども園（乳児棟）
⑶ 契約期間 平成29年９月１日から平成39年８月31日

まで（地方自治法（昭和22年法律第67号）
第234条の３に基づく長期継続契約）

⑷ 業務概要 空調設備（ガス式）のリース契約（10年
）を行う。

以下省略
（平成29年６月26日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第440号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
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１ 入札に付する事項

項目 概要

業務名称 第５期奈良市障害福祉計画策定業務委託

業務内容
現計画の「第４期奈良市障害福祉計画」を検証しながら、現状分析や施策の検討を行い、国の基
本指針に即した障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する「第５期奈良市障害福祉計画」（
計画期間平成30年度～平成32年度）の策定に関する調査などの業務。

委託期間 契約の日から平成30年３月31日まで

以下省略
（平成29年６月27日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第441号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 平成29年度奈良市地番図分合筆修正業務

委託
⑵ 業務場所 奈良市内一円
⑶ 業務期間 契約の日から平成30年３月28日まで
⑷ 業務概要 平成28年１月２日から平成29年１月１日

までの間における分合筆等に伴う地番図の
修正、データ作成及びセットアップほか

※詳細については「業務委託仕様書」を参照してくだ
さい。

以下省略
（平成29年６月27日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第442号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カ
ード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人
情報の提供等に関する省令（平成26年総務省令第85号）第
49条第１項の規定により、平成29年６月26日から特定個人
情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を
地方公共団体情報システム機構に委任することとしました

ので、同条第３項の規定により公示します。
なお、本市に設置されている執行機関から同機構への同
事務の委任も含みます。
平成29年６月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
（平成29年６月27日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第443号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年６月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成29年６月27日
３ 移動対象区域

近鉄奈良駅周辺、近鉄新大宮駅周辺及び近鉄高の原駅
周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年６月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第444号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により西包永町第１自治会から告示した事項の変更
の届出がありましたので、同条第10項の規定により次のと
おり告示します。
平成29年６月27日

奈良市長 仲 川 元 庸



１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成27年５月10日

（平成29年６月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第445号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年６月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 物 件 名 奈良市公用自動車賃貸借
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 納入場所 奈良市三条本町13番１号

奈良市保健所・教育総合センター
⑷ 納入期日 平成29年10月２日
⑸ 担 当 課 奈良市総務部保健所・教育総合センター

管理課
電 話 0742－34－2303
ＦＡＸ 0742－34－4852

以下省略
（平成29年６月28日掲示済）

―――――――――――――――――――

奈良市告示第446号
建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５
号の規定による道路の位置を次のとおり指定したので建築
基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定
により公告します。
平成29年６月29日

奈良市長 仲 川 元 庸

（平成29年６月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第447号
奈良市被虐待児童対策地域協議会設置要綱の一部を改正
する告示を次のように定める。
平成29年６月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市被虐待児童対策地域協議会設置要綱の一部を
改正する告示

奈良市被虐待児童対策地域協議会設置要綱（平成20年奈
良市告示第632号）の一部を次のように改正する。
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変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

植久保 晃
奈良市西包永町
１番地の１

川邊 裕司
奈良市西包永町
25番地

申請者住所 奈良市押熊町180番地

申請者氏名 株式会社 ソニック
代表取締役 小林 訓子

道路の位置 奈良市押熊町1335番７、1335番９の一部

道路の幅員 最大6.00ｍ 最小6.00ｍ

道路の延長 31.00ｍ

指定年月日 平成29年６月29日

指 定 番 号 第Ｈ2817号

別表の１の表中
「奈良市保健福祉部障がい福祉課 「奈良市福祉部障がい福祉課
奈良市保健福祉部保護第一課 を 奈良市福祉部保護第一課 に、
奈良市保健福祉部保護第二課 」 奈良市福祉部保護第二課 」
「奈良市保健所保健予防課 「奈良市健康医療部保健予防課

を に改める。
奈良市保健所健康増進課」 奈良市健康医療部健康増進課」
別表の２の表中
「社団法人奈良市医師会 「一般社団法人奈良市医師会

を に改める。
社団法人奈良市歯科医師会」 一般社団法人奈良市歯科医師会」

附 則
この告示は、平成29年６月29日から施行し、この告示に
よる改正後の奈良市被虐待児童対策地域協議会設置要綱別
表の１の表の規定は、同年４月１日から適用する。

（平成29年６月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第448号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。

平成29年６月29日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 許可の年月日及び番号
平成27年12月15日 奈良市指令都整開 第15Ａ－37号
平成29年６月１日 奈良市指令都整開

第15Ａ－37－１号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成29年６月29日 第1576号
公共施設 平成29年６月29日 第758号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市大森町301番１、301番12及び301番14

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名



東京都新宿区西新宿二丁目３番１号
パナホーム株式会社 都市開発支社
支社長 小林 敦

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路
奈良市大森町301番14

⑵ 公園
奈良市大森町301番12

⑶ 調整池
奈良市大森町301番１の一部

⑷ 防火水槽
奈良市大森町301番１の一部

（平成29年６月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第449号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。

平成29年６月30日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 出屋敷町清水池堤塘嘱託登記業務
⑵ 業務場所 奈良市出屋敷町 地内
⑶ 業務期間 契約の日から平成29年９月29日まで
⑷ 業務概要 測量等業務一式
⑸ 予定価格（基準単価） 28,980円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 最低制限価格（基準単価） 17,388円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成29年６月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第450号
自動車臨時運行許可番号標番号を失効したので、次のと
おり告示します。
平成29年６月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
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自動車臨時運行
許可番号標番号 失効年月日 許可を受けた者の住所・氏名 許可年月日

奈良 2401 平成29年６月30日 省略 平成28年１月26日

奈良 2352 平成29年６月30日 省略 平成28年２月１日

奈良 2299 平成29年６月30日 省略 平成28年２月23日

奈良 2320 平成29年６月30日 省略 平成28年３月１日

奈良 2396 平成29年６月30日 省略 平成28年４月13日

奈良 2210 平成29年６月30日 省略 平成28年５月２日

奈良 2404 平成29年６月30日 省略 平成28年８月１日

奈良 3027 平成29年６月30日 省略 平成28年10月12日

（平成29年６月30日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第451号
奈良市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱の一
部を改正する告示を次のように定める。
平成29年６月30日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱
の一部を改正する告示

奈良市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱（平
成16年奈良市告示第335号）の一部を次のように改正する。
第２条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を
第３号とする。
第３条第２号を削り、同条第３号中「前２号」を「前号
」に改め、同号を同条第２号とする。
第４条第１項を次のように改める。
訓練給付金の額は、次のとおりとする。

⑴ 対象者のうち受講開始日現在において雇用保険法（
昭和49年法律第116号）及び雇用保険法施行規則（昭

和50年労働省令第３号）の規定による一般教育訓練に
係る教育訓練給付金（以下「一般教育訓練給付金」と
いう。）の支給を受けることができない者 当該対象
者が対象講座の受講のために支払った費用（以下「教
育訓練経費」という。）の60パーセントに相当する額。
ただし、その額が200,000円を超える場合の交付額は
200,000円とし、12,000円を超えない場合は交付しな
いものとする。
⑵ 対象者のうち受講開始日現在において前号に掲げる
者以外の者 前号に定める額から雇用保険法第60条の
２第４項の規定により当該対象者が支給を受けた一般
教育訓練給付金の額を差し引いた額
第８条第１項に次の１号を加える。
⑷ 雇用保険法による一般教育訓練給付金の額を証明す
る書類（教育訓練給付金（一般教育訓練）支給・不支
給決定通知書）（雇用保険法による教育訓練給付金の
受給者である場合に限る。）
別記第１号様式中「教育訓練給付金受給」を「一般教育
訓練給付金受給」に、「の教育訓練給付金」を「の一般教



育訓練給付金」に改め、同様式（注）第２項中「です」の
次に「。雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格
のある者については、上記の額から雇用保険法による一般
教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が交付されます」
を加える。
別記第２号様式（注）第２項中「です」の次に「。雇用
保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある者につ
いては、上記の額から雇用保険法による一般教育訓練給付
金の支給額を差し引いた額が交付されます」を加える。

附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成29年６月30日から施行し、この告示
による改正後の奈良市母子家庭等自立支援教育訓練給付
金交付要綱（以下「新要綱」という。）の規定は、同年
４月１日から適用する。
（経過措置）
２ 新要綱第４条第１項の規定は、平成29年４月１日以後
に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、
同日前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金につい
ては、なお従前の例による。
３ この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の奈
良市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱別記第
１号様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の
間、必要な調整をして使用することができる。

（平成29年６月30日掲示済）

監 査
奈良市監査委員告示第11号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規
定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が
あったので、次のとおり公表します。
平成29年６月30日

奈良市監査委員 東 口 喜代一
同 中 本 勝
同 柿 本 元 気
同 東久保 耕 也

中央図書館（旧図書館政策課分）
監査結果公表日 平成28年12月27日

（奈良市監査委員告示第21号）
措置結果通知日 平成29年６月19日

消防局総務課
監査結果公表日 平成27年12月25日

（奈良市監査委員告示第20号）
措置結果通知日 平成29年６月23日

北部出張所
監査結果公表日 平成28年12月27日

（奈良市監査委員告示第21号）
措置結果通知日 平成29年６月28日
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【監査の結果】 【措置の内容】

臨時職員１人の賃金にお
いて、通勤手当の算定を誤
って支給していた。奈良市
臨時職員に関する規則第13
条の規定に則り、適正に事
務処理を行われたい。

通勤手当の過払い分につ
いては、監査指摘後に支給
する通勤手当と相殺しまし
た。
今後は、奈良市臨時職員

に関する規則第13条の規定
に則り、適正に事務処理を
行います。

【監査の結果】 【措置の内容】

消防団員貸与被服として
物品供給契約を締結した現
場活動用雨衣について、支
出負担行為伺書の現品確認
日欄及び検収日欄に契約書
で定められた納入期限日と
同日の日付が記入され、確
認印が押印されていたが、
納入期限日後に一部が納入
されているのみであった。
適正な事務処理を行われた
い。

消防団員貸与被服として、
平成28年度に物品供給契約
を締結した現場活動用防火
衣において、契約書で定め
られた納入期限までに発注
数量の全部を納入してもら
うよう改めました。
今後は、契約事務を複数
人によるチェック体制によ
って処理することを徹底し、
適正な事務処理に努めます。

【監査の結果】 【措置の内容】

⑴ 駐車場管理業務委託に
おいて、駐車場管理事務
処理基準に、駐車料金を
徴収した日の翌月10日ま
でに金融機関に払い込む
と定められている。委託
業者は、駐車料金を精算
機から週２回回収し、１
か月分まとめて金融機関
に入金しているが、回収
した駐車料金は、速やか
に金融機関に払い込むよ
う、駐車場管理事務処理
基準の見直しを行われた
い。また、駐車料金の徴
収事務を当該業者に委託
しているが、地方自治法
施行令第158条第２項の
規定による告示をしてい
なかった。適正な事務処
理を行われたい。
⑵ 戸籍住民基本台帳費の
切手類受払簿において、
平成27年度末の残額と平
成28年度への繰越額が一
致していなかった。切手
類は金銭等価物であるた
め、繰越手続を正確に行
い、適正に管理されたい。

⑴ 駐車場管理業務委託に
おいて、平成28年12月28
日に、駐車料金の徴収事
務を業者に委託している
ことを地方自治法施行令
第158条第２項の規定に
より告示し、平成29年２
月から、委託業者が回収
した駐車料金を速やかに
奈良市指定金融機関等で
納付するよう、委託変更
契約を交わし、駐車場管
理事務処理基準を見直し
ました。

⑵ 平成29年度は、切手類
受払簿の繰越手続きを、
所属長が確認した上で正
確に行いました。
今後も、繰越手続きの
際には、所属長による確
認を行い、切手類受払簿
の管理を徹底し、再発防
止に努めます。



建築指導課
監査結果公表日 平成29年４月６日

（奈良市監査委員告示第７号）
措置結果通知日 平成29年６月28日

（平成29年６月30日掲示済）

公 営 企 業
奈良市企業局告示第34号
公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水
道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定に基づき次のと
おり公示します。
その関係図書は、平成29年６月１日から２週間、奈良市
企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供しま
す。
平成29年６月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日
平成29年６月15日

２－１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域
奈良市富雄北一丁目、宝来二丁目、南京終町の各一部

２－２ 公共汚水桝設置のうち、供用を開始する箇所
奈良市百楽園四丁目433番地17（④）、尼辻北町3294番
地２、3294番地３、3294番地10（⑤）、学園朝日元町一
丁目1897番地17の一部（⑥）、西大寺新田町500番地15、
500番地16（⑦）、六条一丁目15番地27（⑧）、四条大路
一丁目753番地１（⑨）、二条大路南五丁目262番地１（
⑩）
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平成29年10月３日
（火 曜 日）

【監査の結果】 【措置の内容】

⑴ 証明手数料用、その他
雑入用及び未使用の領収
書綴について、領収書管
理台帳が作成されていな
かった。
領収書綴は、内部統制

上のリスクがあるため領
収書管理台帳を作成し、
受払状況を適正に管理さ
れたい。

⑵ 切手類受払簿に記載さ
れている切手等の残枚数
と実際の残枚数が一致し
ていなかった。また、所
管課作成の切手使用表に
使用状況を記入後、一定
期間分まとめて切手類受
払簿に転記されていた。
切手等は、切手使用表

から切手類受払簿に転記
するのではなく、使用の
都度、切手類受払簿に直
接手書きで受払状況を記
載した上で、記載内容と
切手等の残枚数の確認を
行い、適正に管理された
い。

⑴ 証明手数料用、その他
雑入及び未使用の領収書
綴について、平成29年２
月から、領収書管理台帳
を作成し、受払状況を適
正に管理するよう改めま
した。

⑵ 切手類受払簿に記載さ
れている切手等の残枚数
と実際の残枚数との不一
致については、切手使用
表から切手類受払簿への
転記誤りが要因と考えら
れるため、平成29年２月
から切手使用表を廃止し、
使用の都度、切手類受払
簿に直接手書きで記入す
る方法に改めました。
また、不一致が生じた

場合でも、速やかに原因
が究明できるよう、帳簿
上の残枚数と実際の残枚
数が合致するかの確認を
毎月末に確実に行い、適
正に管理するよう改めま
した。
さらに、再発防止のた

め「切手類受払簿取扱い
マニュアル」を作成し、
課内の全職員に周知を行
いました。

３ 供用を開始する排水施設の位置

管 渠
きょ

番 号 起 点 終 点 備考

二名第３幹線－35 奈良市富雄北一丁目2643－24 奈良市富雄北一丁目2643－26 ①

あやめ池南幹線－508 奈良市宝来二丁目134－５ 奈良市宝来二丁目１－３ ②

あやめ池南幹線－509 奈良市南京終町64－２ 奈良市南京終町64－５ ③

４ 供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別
分流式

５ 終末処理場の位置及び名称
大和郡山市額田部南町160番地 奈良県浄化センター

（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第35号

農業集落排水事業の供用を開始するので、奈良市農業集
落排水処理施設条例（平成12年奈良市条例第43号）第４条
の規定に基づき次のとおり公示します。
なお、関係図書は、平成29年６月１日から２週間、奈良
市企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供し
ます。
平成29年６月１日



奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日
平成29年６月１日

２ 汚水を排除し、処理する区域
奈良市丹生町の一部、水間町の一部、中之庄町の一部

（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第36号
奈良市農業集落排水事業分担金徴収条例（平成６年奈良
市条例第33号）第５条の規定により分担金の賦課対象区域
を定めましたので次のとおり告示します。
なお、関係図書は、平成29年６月１日から２週間、奈良
市企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供し
ます。
平成29年６月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

賦課対象区域
丹生町の一部
水間町の一部
中之庄町の一部

（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第37号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成29年６月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
１ 工 事 名 木津浄水場汚泥送泥ポンプ更新工事
２ 工事場所 京都府木津川市鹿背山地内
３ 工事期間 契約の日から平成30年１月31日まで
４ 工事概要 汚泥送泥ポンプ ３台
５ 予定価格 8,060千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
６ 最低制限基準価格 6,570千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第38号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。

平成29年６月１日
奈良市公営企業管理者

池 田 修
第１ 入札に付する事項

１ 業 務 名 平城処理区長寿命化計画策定及び管渠
きょ

調査業務委託
２ 業務場所 奈良市平城処理区地内
３ 業務期間 契約日から平成30年３月16日まで
４ 業務概要 管渠調査業務

巡視工・管渠内洗浄工・本管取付管
TV調査工・調査報告書作成
長寿命化計画策定業務
診断・対策範囲の検討・長寿命化対
策検討対象施設の選定・更新・長寿命
化対策の検討・長寿命化対策施設の抽
出と事業量の算定・管路施設長寿命化
計画の策定・照査・報告書作成

以下省略
（平成29年６月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局告示第39号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成29年６月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
給配水管等修繕工事に伴う路面復旧工事、奈良市西登
美ヶ丘四丁目地内他 他１件（発注番号、工事名称、工
事場所、工期、予定価格及び最低制限基準価格、参加資
格等は別表のとおり）
以下省略

（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第40号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第７条の規定により奈良市企
業局指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃
止の届出があったので、同規程第10条の規定により次のと
おり公示します。
平成29年６月８日

奈良市公営企業管理者
池 田 修
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（平成29年６月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第43号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
なお、この入札は、変動型最低制限価格制度を採用しま
す。詳細は、予定価格及び最低制限価格等の設定に関する
事務取扱要領によります。
平成29年６月15日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
１ 工 事 名 口径150粍配水支管改良工事
２ 工事場所 奈良市古市町地内 他１箇所
３ 工事期間 契約の日から平成30年１月31日まで
４ 工事概要
（第１工区）管布設延長（ＧＸ管）φ150～ 130ｍ

管布設延長（ＧＸ管）φ100～ 35ｍ
不断水仕切弁 φ150～ ４基
不断水仕切弁 φ100～ ３基
切削オーバーレイ ｔ＝５㎝ 183㎡
鋤
すき

取復旧工 ｔ＝５㎝ 437㎡
鋤取復旧工（自然色）ｔ＝５㎝ 113㎡
インターロッキング ｔ＝６㎝ 30㎡

（第２工区）管布設延長（ＧＸ管）φ150～ 203ｍ
管布設延長（ＧＸ管）φ100～ 14ｍ

切削オーバーレイ ｔ＝５㎝ 1,209㎡
鋤取復旧工 ｔ＝５㎝ 32㎡

５ 予定価格 63,600千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

６ 最低制限モデル型算出価格 51,254千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成29年６月15日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局告示第44号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成29年６月15日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
口径25～20粍鉛給水管布設替工事 奈良市佐保台二丁
目地内他２箇所（発注番号、工事名称、工事場所、工期、
予定価格及び最低制限基準価格、参加資格等は別表のと
おり）
以下省略

（平成29年６月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第26号
奈良市企業局職員就業規則の一部を改正する規程を次の
ように定める。
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名 称 代表者氏名 所 在 地 届 出 日

株式会社フジヒサＦＪ 代表取締役
久保 進

大阪府大阪市北区中之島四丁目３番25
フジヒサＦＪ中之島ビル 平成29年６月５日

（平成29年６月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第41号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第７条の規定により奈良市企
業局指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃

止の届出があったので、同規程第10条の規定により次のと
おり公示します。
平成29年６月８日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 届 出 日

晴和工業 西川 清司 奈良市中山町1177番地の30 平成29年６月５日

（平成29年６月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第42号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈

良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成29年６月８日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

晴和工業株式会社 代表取締役
西川 清司 奈良市中山町1177番地の30 平成29年６月５日



平成29年６月20日
奈良市公営企業管理者

池 田 修
奈良市企業局職員就業規則の一部を改正する規程

奈良市企業局職員就業規則（昭和33年奈良市水道局管理
規程第６号）の一部を次のように改正する。
別表第２中第23号を第24号とし、第22号の次に次のよう
に加える。

附 則
（施行期日）
１ この規程は、公布の日から施行し、この規程による改
正後の奈良市企業局職員就業規則（以下「新規程」とい
う。）の規定は、平成29年４月１日から適用する。
（経過措置）
２ 平成29年４月１日からこの規程の公布の日前までの間
に使用されたこの規程による改正前の奈良市企業局職員
就業規則第38条の年次休暇のうち、新規程別表第２第23
号の事由に該当すると管理者が認めたものは、同号の休
暇として使用されたものとみなす。

（平成29年６月20日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局管理規程第27号
奈良市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程
を次のように定める。
平成29年６月23日

奈良市公営企業管理者

池 田 修
奈良市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する
規程

奈良市水道事業給水条例施行規程（昭和60年奈良市水道
局管理規程第３号）の一部を次のように改正する。
第12条第１項中「その他の」を「その他に要した」に、
「別表に定める」を「管理者の定めるところにより算定し
た」に改める。
別表を削る。

附 則
（施行期日）
１ この規程は、平成29年７月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規程による改正後の奈良市水道事業給水条例施行
規程第12条第１項の規定は、この規程の施行の日以後に
おける給水装置の修繕申込みに係る費用について適用し、
同日前に修繕申込みがあったものについては、なお従前
の例による。

（平成29年６月23日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第45号
奈良市排水設備指定工事店の指定をしたので、奈良市排
水設備指定工事店等に関する規程（平成26年奈良市企業局
管理規程第４号）第10条の規定により、次のとおり告示し
ます。
平成29年６月30日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 指定年月日
平成29年６月30日
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23 職員が不妊治療を受けるた
め勤務しないことが相当であ
ると認められる場合

一の年度において６
日の範囲内の期間

２ 指定工事店

区域 受付番号 指定番号 店舗の所在地 会社名または商号 代表者または氏名

市外 1 第474号 天理市中之庄町71 山口住設 山口 益宏

市外 2 第475号 大和郡山市南郡山町88－３ 正興住建株式会社 服部 宜一

市外 3 第476号 香芝市西真美１－４－６ IKKOビル302号 トールカンパニー 森田 享

市外 4 第477号 生駒郡斑鳩町神南３丁目14－10 川端建設 川端 聖吾

（平成29年６月30日掲示済）

消 防
奈良市消防局長訓令甲第３号

全 職 員
奈良市消防機械器具に関する規程の一部を改正する訓令
を次のように定める。
平成29年６月16日

奈良市消防局長 藤 村 正 弘
奈良市消防機械器具に関する規程の一部を改正する
訓令

奈良市消防機械器具に関する規程（昭和58年奈良市消防

長訓令甲第14号）の一部を次のように改正する。
第５条中「第74条の２第１項」を「第74条の３第１項」
に改める。
第６条第２項第２号を次のように改める。
⑵ ２級機関員 次に掲げる運転免許を有する消防職員
のうちから局長が選定した者をいう。
ア 限定中型免許
イ 準中型免許（道路交通法の一部を改正する法律（
平成27年法律第40号）附則第２条第２号に掲げる準
中型免許（以下「限定準中型免許」という。）を含
む。）
ウ 普通免許
別表を次のように改める。



別表（第10条関係）

別記第５号様式を次のように改める。
第５号様式（第21条関係）
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車両 機関員 免許

車両総重量が11トン以上 １級 大型免許

車両総重量が8トン以上11トン未満 １級 大型免許
中型免許（限定中型免許を除く。）

車両総重量が7.5トン以上８トン未満 １級 ２級 大型免許
中型免許

車両総重量が5トン以上7.5トン未満 １級 ２級 大型免許
中型免許
準中型免許（限定準中型免許を除く。）

車両総重量が3.5トン以上５トン未満 １級 ２級 大型免許
中型免許
準中型免許

車両総重量が3.5トン未満 １級 ２級 大型免許
中型免許
準中型免許
普通免許



別記第６号様式を次のように改める。
第６号様式（第21条関係）

附 則
（施行期日）
１ この訓令は、平成29年６月16日から施行する。
（経過措置）
２ この訓令による改正後の奈良市消防機械器具に関する
規程の規定は、平成29年４月１日から適用する。

（平成29年６月16日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市消防局長訓令甲第４号
全 職 員

消防職員の勤務評定に関する規程を廃止する訓令を次の
ように定める。
平成29年６月22日

奈良市消防局長 藤 村 正 弘
消防職員の勤務評定に関する規程を廃止する訓令

消防職員の勤務評定に関する規程（昭和43年奈良市消防

庁訓令甲第６号）は、廃止する。
附 則

この訓令は、公布の日から施行する。
（平成29年６月22日掲示済）

教 育 委 員 会
奈良市教育委員会告示第13号
平成29年６月定例教育委員会を次のとおり開催しますの
で、奈良市教育委員会会議規則（昭和57年奈良市教育委員
会規則第12号）第３条第２項の規定により告示します。
平成29年６月20日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

１ 日 時
平成29年６月27日（火）
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午前10時から
２ 場 所
奈良市役所 北棟６階 第22会議室

３ 会議に付すべき事案
教育長報告
⑴ 平成30年度奈良市立一条高等学校入学者選抜におけ
る選抜方法等について

議事
議案第12号 奈良市文化財保護審議会臨時委員（史跡・

名勝天然記念物保存活用部会委員）の解嘱
及び委嘱について

協議事項
「キャリア教育について」

傍聴受付は、開催日の午前９時から午前９時50分までで
す。定員は５名で、定員になり次第締切させていただきま
す。

（平成29年６月20日掲示済）

選挙管理委員会
奈良市選挙管理委員会告示第８号
平成29年６月１日現在における地方自治法（昭和22年法
律第67号）第74条第１項及び第75条第１項並びに市町村の
合併の特例に関する法律（平成16年法律第59号）第４条第
１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数

の50分の１の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第
４条第11項及び第５条第15項に規定する選挙権を有する者
の総数の６分の１の数並びに地方自治法第76条第１項、第
80条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教
育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162
号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３
分の１の数は、次のとおりです。
平成29年６月１日

奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志

50分の１の数 6,103人
６分の１の数 50,857人
３分の１の数 101,714人

（平成29年６月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市選挙管理委員会告示第９号
公職選挙法（昭和25年法律第100号）第28条の４第７項
（同法第30条の12において準用する場合を含む。）の規定
により、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの間
における本市の選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄
本の閲覧の状況を次のとおり公表します。
平成29年６月１日

奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志
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１ 選挙人名簿の抄本の閲覧

閲覧の年月日 申出者の氏名等 利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲

平成28年
４月13日

山本 直子 後援会名簿の作成 二名平野一丁目及び二名平野二丁目の選挙人
全件、富雄元町一丁目の選挙人19人並びに富
雄北三丁目の選挙人20人

平成28年
５月11日

山本 直子 後援会名簿の作成 二名東町の選挙人全件

平成29年
２月15日
及び22日

山本 直子 後援会名簿の作成 鳥見町一丁目から鳥見町四丁目までの選挙人
281件、帝塚山一丁目から帝塚山三丁目まで
の選挙人244件及び三碓一丁目から三碓七丁
目までの選挙人244件

平成29年
３月22日

山本 直子 後援会名簿の作成 帝塚山一丁目から帝塚山六丁目までの選挙人
242件、鳥見町四丁目の選挙人98件、富雄北
町一丁目から富雄北町二丁目の選挙人171件
及び富雄元町一丁目の選挙人46件

平成29年
３月24日
及び28日

山本 直子 後援会名簿の作成 中登美ヶ丘四丁目の選挙人500件、学園朝日
元町一丁目及び学園朝日元町二丁目までの選
挙人851件、南紀寺町五丁目の選挙人42件及
び南肘塚町の選挙人57件

平成28年
４月14日
及び15日

小川 正一 後援会名簿の作成 中登美ヶ丘三丁目及び中登美ヶ丘四丁目の選
挙人2529件、鶴舞東町及び鶴舞西町の選挙人
5227件並びに月ヶ瀬全域の選挙人1372件

平成29年
１月23日、
24日及び25日

小川 正一 後援会名簿の作成 紀寺町一丁目から紀寺町五丁目までの選挙人
306件、中登美ヶ丘一丁目から中登美ヶ丘五
丁目までの選挙人557件、月ヶ瀬石打の選挙
人72件、月ヶ瀬尾山の選挙人69件、月ヶ瀬長
引の選挙人31件、学園朝日町の選挙人1487件
及び、学園朝日元町の選挙人755件
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平成29年
３月24日
及び28日

小川 正一 後援会名簿の作成 帝塚山一丁目から帝塚山六丁目までの選挙人
242件、鳥見町四丁目の選挙人98件、富雄北
一丁目及び富雄北二丁目の選挙人171件並び
に富雄元町一丁目の選挙人46件

平成28年
４月26日

京都市中京区蛸薬師通
烏丸西入橋弁慶橋228
番地アオイビル
株式会社 地域社会研
究所
代表取締役 大橋 浩

「平成28年度県民アンケート
調査」の調査対象者抽出の為

市内全域の選挙人1193人

平成28年
５月12日

宇都 隆史 後援会名簿の作成 法華寺町1587番地、西大寺宝ヶ丘７番３、藤
原町364番地及び藤原町377番地の選挙人全件

平成28年
５月19日

東京都渋谷区恵比寿１
－19－15
一般社団法人 新情報
センター
事務局長 平谷 伸次

総務省統計局が実施する「家
計消費状況調査」の対象者抽
出

神殿町及び左京二丁目の選挙人各50人

平成28年
10月31日

東京都渋谷区恵比寿１
丁目19番15号
一般社団法人 新情報
センター
事務局長 平谷 伸次

総務省統計局が実施する「家
計消費状況調査」の対象者抽
出のため

神殿町、高樋町、南椿井町、虚空蔵町及び六
条一丁目の選挙人150人

平成29年
２月27日
及び28日

東京都渋谷区恵比寿１
丁目19番15号
一般社団法人 新情報
センター
事務局長 平谷 伸次

政治・選挙に関する統計調査 恋の窪一丁目、六条緑町三丁目、六条西六丁
目、西大寺国見町一丁目、西大寺北町一丁目、
西大寺小坊町、西大寺南町及び西大寺赤田町
一丁目の選挙人150件

平成28年
７月27日

東京都中央区大手町１
－７－１
読売新聞東京本社
編集局 世論調査部
世論調査部長
寉田 知久

全国の有権者を対象に実施す
る世論調査の対象者抽出のた
め

第77投票区の選挙人45人

平成28年
11月14日、
16日、22日
及び29日

東京都中央区築地５－
３－２
朝日新聞東京本社
世論調査部長
前田 直人

全国の有権者を対象に実施す
る世論調査の対象者抽出のた
め

第38投票区、第60投票区、第77投票区及び第
78投票区の選挙人それぞれ６名ずつ

平成28年
８月24日

東京都中央区日本橋本
町２－７－１
株式会社 日本リサー
チセンター
代表取締役社長
鈴木 稲博

「女性の日常生活の安全に関
する調査」の調査対象者抽出
のため

青山四丁目から青山八丁目まで及び東紀寺町
一丁目から東紀寺町三丁目までの74歳までの
女性の選挙人各40名

平成29年
２月24日
及び28日

東京都中央区銀座６丁
目16番12号
一般社団法人 中央調
査社
代表者 会長
大室 真生

「時事世論調査」の調査対象
者抽出のため

学園大和二丁目及び学園大和三丁目の選挙人
114件

平成28年
９月９日

北村 拓哉 選挙運動ハガキの郵送、その
他諸活動

手貝町の選挙人全件
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平成28年
10月４日、
５日、６日、
７日、11日、
12日、13日、
14日、17日、
19日、20日
及び21日

北村 拓哉 後援会名簿の作成、市政に関
する要望の聞き取り

井上町、陰陽町、大森町、瓦堂町、元興寺町、
北京終町、京終地方西側町、京終地方東側町、
小太郎町、芝新屋町、杉ヶ町、中辻町、鳴川
町、西木辻町、西新屋町、花園町、東木辻町、
南魚屋町、南京終町一丁目、南新町、南城戸
町、南袋町、柳町、阿字万字町、油坂地方町、
池之町、今御門町、小川町、奥子守町、鵲町、
上三条町、漢国町、元林院町、北風呂町、北
向町、北室町、光明院町、小西町、三条町、
下三条町、下御門町、宿院町、勝南院町、高
天町、高御門町、樽井町、中院町、角振町、
角振新屋町、椿井町、鶴福院町、寺町、中筋
町、中新屋町、鍋屋町、西城戸町、西寺林町、
西御門町、登大路町、橋本町、花芝町、林小
路町、馬場町、東城戸町、東寺林町、東向北
町、東向中町、東向南町、百万ヶ辻子町、不
審ヶ辻子町、本子守町、坊屋敷町、大豆山町、
大豆山突抜町、南市町、南風呂町、餅飯殿町
及び脇戸町の選挙人全件

平成28年
11月１日、
22日及び29日

北村 拓哉 後援会名簿の作成、市政に関
する要望の聞き取り

法蓮町の選挙人5511件

平成28年
12月14日、
15日、16日
及び19日

北村 拓哉 後援会名簿作成のため 川上町、奈良阪町、般若寺町、雑司町、奈保
町、東笹鉾町、西笹鉾町、東包永町、西包永
町、今小路町、東之阪町、登大路町、油留木
町、北半田町、手貝町、北御門町、水門町、
興善院町、春日野町及び今在家町の選挙人
265件

平成29年
２月２日、
６日、７日、
８日、９日、
13日及び14日

北村 拓哉 後援会名簿の作成 法蓮町の選挙人959件、南京終町の選挙人497
件及び油阪町の選挙人281件

平成29年
３月15日

北村 拓哉 後援会名簿の作成 川之上町、納院町、阪新屋町及び西新在家町
の選挙人全件

平成28年
９月12日、
13日、14日、
15日、16日、
20日、21日、
23日、26日、
28日、29日
及び30日

松岡 克彦 後援会名簿の作成 あやめ池南一丁目からあやめ池南八丁目まで、
疋田町一丁目から疋田町五丁目まで、若葉台
一丁目から若葉台四丁目まで、学園南一丁目
から学園南三丁目まで、学園大和町一丁目か
ら学園大和町三丁目まで、学園中一丁目から
学園中三丁目まで、西大寺本町、西大寺東町
一丁目及び西大寺東町二丁目、西大寺北町一
丁目から西大寺北町四丁目まで、西大寺新町
一丁目及び西大寺新町二丁目、西大寺栄町、
秋篠早月町、西大寺新池町、西大寺高塚町、
西大寺宝ヶ丘町、西大寺竜王町一丁目及び西
大寺竜王町二丁目、秋篠新町、秋篠町、秋篠
三和町一丁目及び秋篠三和町二丁目、西大寺
赤田町一丁目及び西大寺赤田町二丁目、中山
町、西大寺町、西大寺南町、青野町、横領町、
西大寺国見町一丁目及び西大寺国見町二丁目、
西大寺小坊町、西大寺新田町、西大寺芝町一
丁目及び西大寺芝町二丁目、西大寺野神町一
丁目及び西大寺野神町二丁目、宝来町並びに
あやめ池北一丁目からあやめ池北三丁目まで
の選挙人全件
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平成28年
11月17日、
18日、21日、
25日及び28日

松岡 克彦 後援会名簿作成のため 秋篠早月町の選挙人792件、西大寺東町一丁
目及び西大寺東町二丁目の選挙人659件、学
園中一丁目から学園中三丁目までの選挙人
729件、大和町一丁目から大和町三丁目まで
の選挙人1409件、西大寺新町一丁目及び西大
寺新町二丁目の選挙人1201件、学園大和町一
丁目及び学園大和町二丁目の選挙人956件、
秋篠新町の選挙人28件、西大寺本町の選挙人
全件、宝来町の選挙人全件、秋篠町の選挙人
全件、青野町の選挙人全件、西大寺北町四丁
目の選挙人全件、西大寺栄町の選挙人全件、
西大寺野神町の選挙人全件並びに中山町の選
挙人全件

平成28年
12月21日、
22日及び26日

松岡 克彦 後援会名簿作成のため 中山町の選挙人全件

平成28年
10月31日

東京都港区東新橋１－
７－１
一般社団法人 共同通
信社
編集局総合選挙センタ
ー長 嶋田 正人

日本世論調査会 面接世論調
査の対象者抽出のため

第12投票区、第18投票区、第22投票区、第30
投票区、第34投票区、第60投票区、第67投票
区及び第71投票区の選挙人それぞれ12名ずつ

平成28年
11月２日
及び16日

井上 昌弘 後援会名簿の作成 大安寺一丁目から大安寺七丁目までの選挙人
3062件

平成28年
11月４日
及び14日

井上 昌弘 後援会名簿の作成 桂木町、南京終町、南京終町一丁目から南京
終町七丁目まで及び西木辻町の選挙人全件

平成28年
12月13日

井上 昌弘 後援会名簿の作成

平成28年
11月24日
及び30日

井上 昌弘 後援会名簿の作成 大安寺西一丁目及び大安寺西三丁目の選挙人
82件、三条栄町及び三条桧町の選挙人431件、
恋の窪一丁目から恋の窪三丁目までの選挙人
266件、恋の窪東町の選挙人13件並びに四条
大路南町の選挙人６件

平成28年
12月９日

井上 昌弘 後援会名簿の作成 八条町及び八条町一丁目から八条町五丁目ま
での選挙人668件並びに大安寺五丁目から大
安寺七丁目までの選挙人821件

平成28年
12月12日
及び13日

井上 昌弘 後援会名簿の作成 南京終町及び南京終町一丁目から南京終町七
丁目までの選挙人全件

平成29年
２月１日

井上 昌弘 後援会名簿の作成 東九条町の選挙人1314件

平成29年
３月16日、
17日及び23日

井上 昌弘 後援会名簿の作成 大宮町一丁目から大宮町七丁目までの選挙人
1045件、四条大路南町の選挙人71件、三条添
川町の選挙人98件、大森西町の選挙人138件、
四条大路一丁目の選挙人177332件、三条川西
町の選挙人39件及び三条宮前町の選挙人61件

平成29年
２月24日
及び28日

東京都渋谷区恵比寿６
丁目６番12号
一般社団法人 中央調
査社
会長 大室 真生

統計調査の実施 学園大和町及び学園大和町三丁目の選挙人90
件
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平成29年
１月13日
及び20日

太田 晃司 後援会名簿の作成 あやめ池北一丁目の選挙人106件、あやめ池
北二丁目の選挙人77件、あやめ池北三丁目の
選挙人153件、あやめ池南一丁目からあやめ
池南八丁目までの選挙人612件及び学園前南
一丁目から学園前南三丁目までの選挙人44件

平成29年
３月29日
及び30日

太田 晃司 後援会名簿の作成 北登美ヶ丘一丁目から北登美ヶ丘六丁目まで
の選挙人12件、東登美ヶ丘一丁目及び東登美
ヶ丘二丁目並びに東登美ヶ丘四丁目から東登
美ヶ丘六丁目までの選挙人15件、中登美ヶ丘
一丁目、中登美ヶ丘二丁目及び中登美ヶ丘四
丁目の選挙人28件、登美ヶ丘三丁目から登美
ヶ丘六丁目までの選挙人12件、西登美ヶ丘一
丁目から西登美ヶ丘八丁目までの選挙人40件、
松陽台一丁目及び松陽台二丁目の選挙人３件、
松陽台四丁目の選挙人２件、押熊町の選挙人
93件、中山町の選挙人45件、中山町西一丁目
から中山町西四丁目までの選挙人36件、朝日
町一丁目及び朝日町二丁目の選挙人９件、学
園朝日元町一丁目及び学園朝日元町二丁目の
選挙人18件、学園朝日町の選挙人９件、南登
美ヶ丘の選挙人５件、百楽園一丁目及び百楽
園二丁目の選挙人９件、百楽園四丁目及び百
楽園五丁目の選挙人７人、学園新田町の選挙
人２件、学園緑ヶ丘一丁目から学園緑ヶ丘三
丁目までの選挙人12件、学園赤松町の選挙人
５件、敷島町一丁目及び敷島町二丁目の選挙
人13件、あやめ池北一丁目からあやめ池北三
丁目までの選挙人17件、あやめ池南一丁目か
らあやめ池南八丁目までの選挙人62件、学園
南一丁目から学園南三丁目までの選挙人23件、
学園中一丁目、学園中三丁目及び学園中四丁
目の選挙人10件、学園北一丁目及び学園北二
丁目の選挙人12件、学園大和町一丁目から学
園大和町五丁目までの選挙人20件、西千代ヶ
丘一丁目の選挙人５件、西千代ヶ丘三丁目の
選挙人３件、富雄泉ヶ丘の選挙人２件、三碓
一丁目から三碓三丁目までの選挙人18件、三
碓五丁目及び三碓七丁目の選挙人５件、鳥見
町一丁目から鳥見町四丁目までの選挙人50件、
富雄北一丁目から富雄北三丁目までの選挙人
29件、富雄川西一丁目及び富雄川西二丁目の
選挙人９件、富雄元町一丁目及び富雄元町四
丁目の選挙人15件、秋篠早月町の選挙人14件、
秋篠新町の選挙人４件、秋篠三和町一丁目及
び秋篠三和町二丁目の選挙人17件、西大寺本
町の選挙人５件、西大寺北町一丁目、西大寺
北町二丁目及び西大寺北町四丁目の選挙人18
件、西大寺赤田町一丁目及び西大寺赤田町二
丁目の選挙人10人、西大寺東町一丁目の選挙
人２件、西大寺栄町の選挙人１件、西大寺国
見町一丁目及び西大寺国見町二丁目の選挙人
11件、西大寺南町の選挙人１件、西大寺芝町
一丁目及び西大寺芝町二丁目の選挙人５件、
西大寺町の選挙人２件、西大寺小坊町の選挙
人３件、西大寺宝ケ丘の選挙人５件、西大寺
新田町の選挙人３件、西大寺新池町の選挙人
１件、若葉台一丁目から若葉台四丁目までの
選挙人10件、菅原町の選挙人42件、疋田町の
選挙人１件並びに疋田町一丁目から疋田町四
丁目までの選挙人19件



２ 在外選挙人名簿の抄本の閲覧
該当なし

（平成29年６月１日掲示済）

農 業 委 員 会
奈良市農業委員会告示第16号
奈良市農業委員会平成29年６月農地部会の会議を次のと
おり招集しますので、奈良市農業委員会部会会議規則（昭
和32年奈良市農業委員会告示第４号）第３条第１項の規定
により告示します。
平成29年６月７日

奈良市農業委員会
農地部会長 今 中 阿 雄

１ 日時
平成29年６月14日（水） 午前９時30分

２ 場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 北棟６階 第22会議室

３ 審議案件
⑴ 農地法（昭和27年法律第229号）第３条、第４条及
び第５条に関する許可申請及び届出について

⑵ 相続税の納税猶予に関する適格者証明について

⑶ 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認
について
⑷ 生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する証明
について
⑸ 農地法施行規則第29条第１号に該当する転用の届出
について（５月専決処理分）
⑹ 農地法第18条第６項の規定による通知の受理につい
て（５月専決処理分）
⑺ 水田利用転換届出について（５月専決処理分）
⑻ 知事許可について（５月許可分）

（平成29年６月７日掲示済）

災害対策本部
奈良市災害対策本部告示第１号
奈良市災害対策本部規程の一部を改正する告示を次のよ
うに定める。
平成29年６月21日

奈良市災害対策本部長
仲 川 元 庸

奈良市災害対策本部規程の一部を改正する告示
奈良市災害対策本部規程（平成22年奈良市災害対策本部
告示第２号）の一部を次のように改める。
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平成29年
１月５日
及び10日

山口 裕司 後援会名簿の作成 朱雀一丁目から朱雀六丁目までの選挙人6220
件

平成29年
２月16日
及び23日

山口 裕司 後援会名簿の作成 朱雀三丁目の選挙人20人、佐保台一丁目から
佐保台三丁目までの選挙人1841件、佐保台西
町の選挙人670件及び左京一丁目から左京六
丁目までのの選挙人2899件

平成29年
１月12日、
19日及び26日

白川 健太郎 後援会名簿の作成 六条緑町一丁目から六条緑町三丁目までの選
挙人891件、六条一丁目から六条三丁目まで
の選挙人840件、五条一丁目及び五条二丁目
の選挙人475件、五条西一丁目及び五条西二
丁目の選挙人600件並びに菅野台の選挙人660
件

平成29年
３月13日
及び３月14日

白川 健太郎 後援会名簿の作成 五条三丁目の選挙人400件、五条西二丁目の
選挙人２件、五条畑一丁目及び五条畑二丁目
の選挙人633人、六条二丁目及び六条三丁目
の選挙人355件、六条西一丁目の選挙人１人、
青垣台一丁目から青垣台三丁目までの選挙人
516件、大倭町の選挙人298件、藤ノ木台一丁
目から藤ノ木台三丁目までの選挙人2100件、
平松一丁目の選挙人220件並びに七条西町一
丁目の選挙人660件

「副部長 財務部長
別表第２本部事務局の項中「副部長 財務部長」を 副部長 総合政策部理事 に、「部長付 秘書広報室長」を「

部長付 総合政策部次長」
部長付 財務部次長」に、「広報広聴課」を「広報戦略課」に、「ＦＭ推進課」を「資産経営課」に改め、同表総務対策

「部長付 税務室長
「部長付 会計契約部参事 「法務ガバナンス課

部の項中 部長付 会計契約部次長 を に、 を「法務ガバナンス課
部長付 財務部参事 」 管財課 」

部長付 会計契約部参事」
」に、「班長 指導監査課長」を「班長 契約課長」に、「副班長 契約課長」を「副班長 技術監理課長」に、



附 則
この告示は、平成29年６月21日から施行し、この告示に
よる改正後の奈良市災害対策本部規程の規定は、同年４月
１日から適用する。

（平成29年６月21日掲示済）
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「指導監察課
を「契約課」に改め、同表基盤対策部の項中「副部長 都市整備部理事」を「副部長 管理部長」に、

契約課 」
「部長付 管理部次長 「道路建設課

を「部長付 建設部次長」に、 を「道路建設課」に、「下水道工務課」を「工
部長付 建設部次長」 街路課 」
務第二課」に、「副班長 住宅課長」を「副班長 開発指導課長」に改め、同表保健救護部の項中「部長 保健所長」
を「部長 健康医療部長（兼）保健所長」に、「副部長 保健所理事」を「副部長 健康医療部理事（兼）福祉部理事

「部長付 看護専門学校長
」に、「部長付 市民生活部参事」を「部長付 健康医療部次長」に、 を「部長付 看護

部長付 保健所次長 」
「病院管理課 「医療事業課

専門学校長」に、「副班長 病院管理課長」を「副班長 医療事業課長」に、 を に改め、
救護班員 」 救護班員 」

「副部長 観光経済部長
同表支援対策部の項中「部長 保健福祉部長」を「部長 福祉部長」に、 を「副部長 観

副部長 市民活動部理事」
「部長付 保健福祉部次長 「部長付 福祉部次長

「部長付 観光経済部次長
光経済部長」に、 部長付 保健福祉部参事 を 部長付 市民活動部参事 に、 を「部

部長付 観光経済部参事」
部長付 保健医療室長 」 部長付 福祉部参事 」

「文化振興課
長付 観光経済部次長」に、 を「文化振興課」に、「副班長 商工労政課長」を「副班長

東アジア文化都市推進課」
「リニア推進課 「部長付 環境事業室長

産業振興課長」に、 を「産業振興課」に改め、同表環境対策部の項目中 を
商工労政課 」 部長付 環境部参事 」

「エネルギー政策課
「部長付 環境部参事」に、 産業廃棄物対策課 を「クリーンセンター建設推進課」に改め、同表消防対

クリーンセンター建設準備課」
策部の項中「副部長 消防危機統制監」を「副部長 消防危機統制監（兼）南消防署長」に改め、同表水道対策部の項
中「部長付 経営部次長」を「部長付 経営部参事」に改め、「副班長 料金管財課長」を「副班長 情報料金課長」

「給排水課 「給排水課 「企業技術監理
に、 を に、「副班長 水道工務課長」を「副班長 工務第一課長」に、

料金管財課」 情報料金課」 水道工務課
課 「企業技術監理課
を に、「副班長 東部上下水道課長」を「副班長 官民連携推進課長」に、「東部上下水道管理
」 工務第一課 」

「部長付 選挙管
課」を「官民連携推進課」に改め、同表避難所支援部の項中「部長付 選挙管理委員会事務局長」を

部長付 議会事
理委員会事務局長

に、「副班長 図書館政策課長」を「副班長 中央図書館長」に、「図書館政策課」を「中央図書館
務局参事 」
」に改める。
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奈 良 市 民 憲 章

奈良は日本のふるさと。美しい自然とすぐれた文化遺

産を守り、古都に住むものにふさわしい自覚と誇りに生

きましょう。

奈良は未来をひらくまち。青少年は健康で、はつらつ

と、正しく強い人間になりましょう。

奈良は善意のまち。みんなのしあわせのために、おた

がいに助けあいましょう。

奈良は清潔で平和なまち。旅行者にはあたたかく親切

に接しましょう。

奈良はのびゆくまち。市民の創意で、伝統と調和のと

れた新しい住みよいまちづくりをしましょう。


